
第３２回全日本シニアバドミントン選手権大会
売 店 設 置 運 営 要 項

１．趣旨・目的
第３２回全日本シニアバドミントン選手権大会実行委員会（以下「実行委員会」は、大会参加者及び一般観

覧者に便宜を与えることを目的として売店を設置する。

２．売店設置の許可
実行委員会は、各競技場の使用許可を施設の管理者（以下「財産管理者」）に申請する際、会場区域内にお

ける売店設置も含めて、財産使用許可申請書を提出し、許可を受けるものとする。

３．出店者の選定
出店者の選定に当たっては、次の事項に留意するものとする。

（１）営業経験、実績が豊富で信頼できる業者とする。
（２）過去に関係法令上の違反の処分を受けていないこと。
（３）その他、実行委員会が特に認めるもの。

４．出店申請
出店希望者は、出店申請書（様式１号）を平成２７年８月１日から平成２７年１０月２３日までに、実行委

員会に提出するものとする。

５．許可書の交付
実行委員会は、申請内容を審査し、適当であると認めたものについて、許可書（様式２号）を交付するもの

とする。

６．保健所の許可等
食品衛生関係法令により、許可または届出を必要とする出店者にあっては、直ちに営業許可申請書または業

務開始届出書を所轄の保健所に提出し、許可書を受け、その許可書等の写しを実行委員会へ提出するものとす
る。

７．経費負担
出店者は、売店設置運営及び撤去等に要する一切の経費を負担するものとする。

８．出店の場所
出店の場所は、各施設及び財産管理者が指定した場所とする。

９．取扱物品
売店における取扱物品は、次に掲げるものとする。

（１）売店において調理・加工を行わない食品で、容器、包装等により汚染防止の処置がとられているもの。
（２）スポーツ用品、記念品類
（３）写真材料、その他大会参加者及び一般観覧者が必要とする最小限のもの。

10．遵守事項
出店者及び従業員は、営業中次の事項を遵守しなければならない。

（１）出店には、出店許可書を提示しなければならない。
（２）販売品の搬入・搬出は、本大会及び競技運営に支障をきたさないよう、実行委員会の指示に従い、速や

かに行うこと。
（３）拡声器、音響機類は使用しないこと。
（４）その他、財産管理者及び実行委員会の指示に従うこと。

11．禁止事項
売店においては、次の事項を禁止する。

（１）出店の権利を第三者に譲渡し、転貸又は売店の管理運営を委託すること。
（２）商品を不当な価格で販売すること。
（３）指定された売店以外で立ち売り及び呼び込み販売をすること。
（４）危険物を販売すること。
（５）出店申請品以外の販売をすること。

12．許可の取り消し
実行委員会は、出店者が次の各号の一つに該当するとき、出店許可を取り消すものとする。

（１）関係法令並びに売店設置運営要項等に違反したとき。
（２）その他、財産管理者及び実行委員会が不適当と認めたとき。

13．損害賠償
出店者が施設等に損害を加えたときは、出店者が本大会本部に申し出るとともに、財産管理者に賠償の責任

を負うものとする。

14．現状回復
出店者は、大会終了後、速やかに出店に要した諸物品を搬出し、原状に復し、財産管理者及び実行委員会の

検査を受けなければならない。
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